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入間市立学校給食センター運営委員会の役割について 

 

１ 入間市立学校給食センター運営委員会について 

  入間市立学校給食センター運営委員会は、入間市立学校給食センター設置及び

管理条例第８条に規定されている会議体です。 

  業務内容としては、学校給食センターの運営に関する基本的事項である、年間

の給食日数や給食費の改定について等、学校給食センターの運営改善のためのご

意見やご提案をいただき、審議していただいております。 

  委員は、知識経験のある者の中から選出された委員１５名によって組織され、

任期は令和９年３月３１日までとなっております。 

  なお、入間市立学校給食センター運営委員会委員は、地方公務員法に定める非

常勤の特別職員となります。会議に出席いただいた場合は、委員報酬と費用弁償

が支払われますが、後日口座振込とさせていただきます。 

〇支給額（１回あたり） 

 委員報酬 費用弁償 合  計 

委  員  ７，０００円  １，０００円  ８，０００円 

 

２ 会議運営に係る内容について 

 ⑴ 会長及び副会長について 

   会長及び副会長は、入間市立学校給食センター設置及び管理条例施行第 12

条の規定により、委員の互選により決めていただきます。 

 ⑵ 会議について 

   会議は、会長が招集し、会議の議長となります。 

 ⑶ 委員の席順について 

   委員の席順は、委員名簿順とさせていただきます。 

 ⑷ 会議録の作成について 

   会議の内容を記録するため、要点記録による会議録を作成します。事務局が、

会議の経過、決定事項等について記述した会議録を作成し、会長及び指名され

た委員１名が内容を確認し、署名します。 
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 ⑸ 会議の公開について 

   「入間市情報公開条例」及び「入間市審議会等の会議の公開に関する要綱」

に基づき、会議は、公開するものとします。ただし、次の各号に掲げる場合は

この限りではありません。 

   (ア) 法令等に特別の定めがある場合 

   (イ) 不開示情報に該当する事項について審議、審査、調査等をする場合 

   (ウ) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい

支障が生じる場合で、審議会等の決定により、その会議の全部又は一部

を公開しないこととした場合 

 ⑹ 会議日程及び会議録の公表 

   会議の開催の公表については、開催日の１週間前までに、庁舎における掲示

等により行います。会議録についても市民の閲覧に供しています。 

 ⑺ 入間市立学校給食センター運営委員会委員に係る情報の公開について 

   委員名簿として外部に提供して差し支えないものを、あらかじめ確認いただ

いた上で作成し、氏名、委員の選出区分及び役職（委員長、副委員長）につい

て公開します。 

   （参考） 

    情報公開制度は「情報の原則公開」の立場に立つものですが、情報によっ

ては、公開することにより個人のプライバシーを侵害するものもあること

から、個人に関する情報は原則公開の例外として取り扱い、公開しないこ

とができるとしています。 

    ※個人に関する情報とは、住所、氏名、学歴、職歴、財産権等をいいます。 

     なお、入間市立学校給食センター運営委員会委員は、地方公務員法に定

める非常勤の特別職となることから、氏名、委員の選出区分及び役職（会

長、副会長）については、公開することになります。 

 ⑻ 会議の出欠席について 

   都合により会議を欠席されるときは、事務局にその旨をご連絡ください。 


